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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月3日(2020.7.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技が可能な遊技機であって、
　前面が開放された本体と、
　前記本体の前面を開閉可能な開閉扉と、
　音を出力可能なスピーカと、
　前記スピーカの背面側に空間部が形成されるように覆うエンクロージャと、
　貯留部に貯留された遊技媒体を払出すための払出装置と、
　中空の箱状に形成され、上方に前記払出装置が設けられる設置台と、を備え、
　前記エンクロージャは、前面枠と背面枠とから構成され、前記前面枠と前記背面枠とを
組付けて一体化した状態で前記開閉扉の背面側に突出するように設けられ、
　前記本体には、該本体に設置される遊技部品または遊技部品の設置部が配置されない空
間であって、前記開閉扉を閉鎖したときに前記エンクロージャが収容される収容部が設け
られ、
　前記収容部は、前記本体の底面と前記設置台の側壁とにより前記エンクロージャを囲む
ように収容可能な空間である、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
（Ａ）遊技が可能な遊技機であって、
　前面が開放された本体と、
　前記本体の前面を開閉可能な開閉扉と、
　音を出力可能なスピーカと、
　前記スピーカの背面側に空間部が形成されるように覆うエンクロージャと、
　貯留部に貯留された遊技媒体を払出すための払出装置と、
　中空の箱状に形成され、上方に前記払出装置が設けられる設置台と、を備え、
　前記エンクロージャは、前面枠と背面枠とから構成され、前記前面枠と前記背面枠とを
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組付けて一体化した状態で前記開閉扉の背面側に突出するように設けられ、
　前記本体には、該本体に設置される遊技部品または遊技部品の設置部が配置されない空
間であって、前記開閉扉を閉鎖したときに前記エンクロージャが収容される収容部が設け
られ、
　前記収容部は、前記本体の底面と前記設置台の側壁とにより前記エンクロージャを囲む
ように収容可能な空間である。
　手段１の遊技機は、
　遊技が可能な遊技機（例えば、スロットマシン１）であって、
　前面が開放された本体（例えば、筐体１ａ）と、
　前記本体の前面を開閉可能な開閉扉（例えば、前面扉１ｂ）と、
　音を出力可能なスピーカ（例えば、第２スピーカ５８）と、
　前記スピーカの背面側に空間部（例えば、音響用空間部）が形成されるように覆うエン
クロージャ（例えば、エンクロージャ４０１）と、
　を備え、
　前記エンクロージャは、前記開閉扉の背面（例えば、前板１ｇの背面）から突出するよ
うに設けられ、
　前記本体には、該本体に設置される遊技部品（例えば、ホッパーユニット３４等）また
は遊技部品の設置部材（例えば、載置台３４ｄ、あるいは遊技部品の取付部材）が配置さ
れない空間であって、前記開閉扉を閉鎖したときに前記エンクロージャが収容される収容
部（例えば、載置台３４ｄの内部空間Ｓや、筐体１ａにおける電源基板ボックス１００、
載置台３４ｄ及びオーバーフロータンク３５と筐体１ａの前面開口との間に形成される空
間部）が設けられている
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、エンクロージャを本体側の空間を利用して大きく形成することがで
きるので、音響を向上させることができる。
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